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（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）
第25条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は

物価水準の変動により請負代金額が不適当となった認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更
を請求することができる。

２ 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額から当該請
求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。）と変動後残工事代金額

（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。）
との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなけれ
ばならない。

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき
甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定
め、乙に通知する。［注］○の部分には、原則として、「14」と記入する。

４ 第１項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができ。
この場合においては、第１項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく請負代金額
変更の基準とした日」とするものとする。

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格が著しい変動を生じ、請負代金
額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各号の規定によるほか、請負代金額の変更を請求するこ
とができる。

６ 予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又
はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の定めに
かかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

７ 第５項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、
協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
［注］○の部分には、原則として、「14」と記入する。

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければなら
ない。ただし、甲が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開
始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 　　　　　(P１）

「県営建設工事請負契約書別記」＜以下別記＞第２５条（スライド条項）

全体スライド

単品スライド

インフレ
スライド



対象工事費の１．０％

（但し、全体スライドと併用の場合、全体スライ
ド適用期間における負担はなし）

残工事費の１．５％
受注者

の負担

対象
鋼材類及び燃料油

（特定の資材価格の急騰な変動）

資材、労務単価等

（価格水準全般の変動）

請負額変更

の方法

特別な要因により主要な工事材料の著し
い価格の変動に対応する措置

（単年度工事など全体スライドの対象とならな
い工事にも適用できる補完的措置）

長期間の工事における通常予見不可
能な価格の変動に対応する措置

条項の趣旨

すべての工事

（運用通達発出日時点で継続中の工事

及び新規契約工事）

工期が12ヶ月を超える工事

（比較的大規模な工事）適用対象工事

Ｓ５５に１回

それ以降発動実績なし

ほぼ経年的にあり

（直轄土木工事H18実績７件）
これまでの事例

単品スライド

（第５項）

全体スライド

（第１～４項）項目

価格変動が・・・
●通常合理的な範囲内である場合には、請負契約であることからリスクは受注者が負担
●通常合理的な範囲を超える場合には、受注者のみのリスク負担は不適切（発注者が負担）

スライド条項について（別記第 25条）



（参考）全体スライド（別記第２５条第１項～第４項）

出 来 高 残 工 事

契約日 請求日 基準日 工期末

１２ヶ月以上 １４日以内 残工期２ヶ月以上　　　　　　　　　　　　　　　（P２）

請 負 額

残工事に対する
変動前後の差額（Ａ）

（変動前残工事額：Ｂ）

全体スライド変更額
ＡーＢ×１．５％

ただし、Ａ＞Ｂ×１．５％
の場合のみ全体スライド

適用可能

請 負 額

契約日 請求日 工期末

主要材料の変動額（Ａ）
（材料費のみを対象）

単品スライド（別記第２５条第５項） 対象資材：鋼材類、燃料油

単品スライド変更額
＝ＡーＣ×１％

ただし、A＞Ｃ×１％の場合のみ、単品スライドの適用可能
※鋼材類と燃料油各々で検証し、適用している場合のみ可能

既済部分（検査済） 対 象 工 事

（変動前対象工事額：Ｃ）

残工期２ヶ月以上

適用開始日

※既済部分検査が無い場合、適用開始日は「契約日」となる。

鋼材類は適用しているが、燃料油が適用して
いない場合は鋼材類のスライド変更額のみ計
上する。

※既済部分検査合格通知文に、単品スライド条項の適用対象可と記載された場合は、請負額から出来高部分の額は控除しない。



単品スライドの運用について

国土交通省直轄工事において、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、工事請負契約書第２
５条第５項（単品スライド条項）に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことが出来るよう、本条項
の当面の運用ルールを定めた。

これは、昭和55年以来28年ぶりの措置であり、工事請負契約書に本条項を設けてからは、初め

ての発動となる。
「単品スライド」とは、別記第２５条第５項に基づき、「特別な要因により工期内に主

要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」
に、請負代金額の変更を請求できる措置。

○条項発動の対象となる工事

● ７ 月１日時点で継続中の工事

● 今後新規発注する工事

【留意事項のポイント】
① 継続中工事の「既済検査＋支払い」の扱い

→ 既済検査時に「条項適用条件」が付与されているか否か？
② 発動期間

→ 当面の間の暫定的措置であり、恒久的措置ではない。
（今後の資材価格の動向を踏まえて、今後の対応を判断）



「対象資材」について

対象品目は、「鋼材類」と「燃料油」

対象工事費の１％を超える品目が対象

各資材価格の変動による工事価格の上昇への影響が客観的に説明可能なことが必要

鋼材類： Ｈ形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鉄鋼２次製品、ガードレール、スクラップ等

燃料油： 軽油、ガソリン、混合油、重油

（ただし、 非鉄金属（アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ステンレス、ニッケル等）は含まない）

● 鋼材類、燃料油について、「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を超えるものが対象

（※ ただし、鋼材類と燃料油の増額分の合計額が１％を超えるものを対象とする主旨ではない）

（※ 「品目類ごとの増額分」とは、鋼材類を例にすれば、Ｈ型鋼、異形棒鋼・・・・などの合計額）

● 個別の資材価格が積算の内訳を構成している要素である場合

● 上記以外でも、個別の資材価格の変動による工事価格への上昇の影響が

客観的に説明可能な場合 （例：燃料油が積算内訳の構成要素でない資材運搬費など）　　　（P３）

対象資材を限定しない
※請負者の請求時に対象資材

及びその価格高騰を証明して
もらう。



参考資料①

鋼材類や燃料油価格が急騰



「対象工事費」について

「対象工事費」とは、基本的には「最終的な全体工事費」

● ただし、以下の部分は除かれる。

① 本条項適用以前に「既済部分検査＋支払い」が完了している部分

② 条項適用条件を付すことなく「既済部分検査＋支払い」が完了している部分

既済部分
A1

（完了）

既済部分
A2

（条項適用
条件付）

A3 A4

全体スライド

基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（P４）

B1

C1

対象工事費の概念

（全体スライドを適用した場合の工事例） 当初契約額： A1＋A2＋A3＋A4

全体スライドによる増額分：B1

全体スライドの受注者負担C1
＝残工事費の1.5%

対象工事費は

A2＋A3＋A4＋B1



単品スライドの手続きフロー

請 求 日

スライド額協議
開始日の通知

スライド額協議開始

スライド額決定

スライド変更契約

工 期 末

契 約

変更指示・協議等

変更指示数量等
の精算変更契約

７日
以内

14日

以内

２ヶ月
以上

原則
45日

・スライド額算出

・契約書第２５条第５項
・契約書第２５条第７項
・契約書第２５条第８項

※スライド協議開始日は、原則工期末から４５日前
とあるが、乙の意見を聴いて定めることになっている。

①

②

④

⑤

③

※①～⑤は、別途様式を示す。



請求時点での留意事項（１）

・請負者側によるスライド変更概算額算出

・鋼材類又は燃料油で請負額の１％
を超えているか？

超えている

超えていない

・証拠書類を添えて請求可能

・請求不可

【根拠資料とは】
・当初契約時点購入予定価格と変動後

購入価格を元にした概算確認資料。
・対象材料の価格（数量・単価）、購入先

、搬入・購入の時期を証明する資料。

・残工期が２ヶ月以上あること。
・残工期２ヶ月未満の対応は甲乙双方

リスクを協議し「工期延期」等を判断
する。（契約書第  52条補則、第  23条

工期延期）
※工期が７月30日迄の工事

→請求時期は工期末迄
工期が７月31日～９月30日迄の工事
→請求時期は７月30日迄

工期が10月１日以降

→請求時期は工期末の２ヶ月前迄　　　（Ｐ５）



請求時点の留意事項（２）

【スライド適用の対象工事】
・実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の

請負金額を再積算した場合に、変動額が当初金額の１％を超える工事

【例１】
鋼材類変動額 ＞ 請負額×１％
燃料油変動額 ＞ 請負額×１％

請負額の１％を超える鋼材類、
燃料油の変動額両方を対象

【例２】

【例３】

鋼材類変動額 ＞ 請負額×１％
燃料油変動額 ＜ 請負額×１％

請負額の１％を超える鋼材類
の変動額のみ対象

鋼材類変動額 ＜ 請負額×１％
燃料油変動額 ＞ 請負額×１％

請負額の１％を超える燃料油
の変動額のみ対象



請求を受けた時点での留意事項

・請負者からの請求

・スライド額の算出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（P６）

・条件を満たしている※１

・条件を満たしていない

・スライド額協議開始日を通知

・請求却下・請求内容の確認

※１の「条件を満たしている」場合とは
・鋼材類又は燃料油のスライド変更

概算額が請負額の１％を超えてい
る場合である。

・請求日から７日以内に通知する。【別記第２５条第８項】
・スライド額協議開始日は、原則「工期末から４５日前の日」【運用通知８（２）】
・乙の意見を聴いて定める。



単品スライド額算定手順（１）

精算変更契約①対象材料の確定

②対象材料毎の対象数量の確認

対象材料とは
◎鋼材類においては「H形鋼」、「異形棒鋼」等

◎燃料油においては「軽油」、「ガソリン」等

対象数量とは
◎契約数量 ◎１式計上のものは設計数量
◎運搬に燃料油を使用する材料の数量
◎追加事項記載のない部分払い済み数量は控除

③証明する書類の確認

確認内容
◎材料毎の数量および単価
◎搬入月 ◎購入先
※ただし、燃料油については主たる用途に用いた数量分でもよい

証拠書類等なし
対象材料
としない

【運用４】

【運用５】

証拠書類あり
【運用５．（２）】



単品スライド額算定手順（２）

④物価資料等により価格変動後積算額を計算

⑤対象数量に対する実際の購入代金の確認

⑥変動後積算との比較 ④より安価
実購入金額

を採用

【運用３】

④より高価

計算方法
◎搬入月の実勢価格（加重平均）×対象数量×落札率
※ただし燃料油において証明書類のない対象数量分は

工期開始月～工期末前々月の実勢価格（単純平均）

【運用２．（３）】

・購入数量が対象数量以下の場合→ ◎実際の購入金額
・購入数量が対象数量以上の場合→ ◎実際の購入金額×（対象数量÷購入数量）

※ただし燃料油において証明書類のない対象数量分は
工期開始月～工期末前々月の実勢価格（単純平均）

※実購入金額を採用する場合は、落札率は掛けない。

【運用２．（２）】

考え方
◎変動後積算額④と実購入額⑤の安価な方を選択
◎品目（鋼材類・燃料油）ごとに合計金額で判定

変動後積算額を採用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（P７）

450,0004,000合計

112.5（スライド額の計算で用いる単価）加重
平均

240,0001202,0006月

110,0001101,0003月

100,0001001,0002月

購入金額購入単価購入数量

加重平均の計算例



スライド額の算定方法（考え方）

● 実際に要していない費用まで発注者が追加で支払うことは適切ではないため、それぞれの

品目類毎の変動後の金額は、実勢価格に基づき算出した額と実際の
購入金額とのどちらか安い方とする。

※ 単品スライドは精算的な変更であるため、あくまで設計段階よりも実
際の購入価格が大幅に高騰し、請負代金額にまで影響が生じるような
場合を想定しているものであり、高騰した実際の購入価格の影響額に
ついて、発注者と受注者で分担しようとするもの。

しかしながら、発注者はあくまで国民の税金を預かって執行している
という立場からは、実際の購入価格が一般的な価格よりも高い場合ま
でその金額を負担することは適切ではないことから、実勢価格を用いて
算出した価格の範囲内である場合に限ることとしたものである。

●スライド額（Ｓ）の算定方法



単品スライド額算定手順（３）

⑦品目ごとに変動額を計算

⑧請負額の１％以上か？

⑨スライド額の計算

１％以下
対象品目
としない

１％以上

【運用１．（１）】

考え方
◎変動前の金額も対象材料毎に計算して合計
◎変動前金額は当初（指示月）単価×最終数量

考え方
◎請負代金額は指示・協議結果を考慮した精算変更額
◎請負代金額は追加事項記載のない部分払分は控除
◎品目ごとに判定

【運用２．（１）】

考え方
◎変動額が請負代金額の１％を超えた品目のみで計算
◎変動額の合計から請負代金額の１％を控除　　　　　　　　　　　　　　　　（P８）



スライド額算出の留意事項（１）
【変動額の算出方法】

変動額鋼（油） ＝ M変更鋼（油） － M当初鋼（油）

M当初鋼（油） ＝ ｛ ｐ１×D１＋ｐ２×D2＋・・・・・・ｐｍ×Dｍ｝×ｋ×105/100
M変更鋼（油） ＝ ｛ ｐ’１×D１＋ｐ’２×D2＋・・・・・・ｐ’ｍ×Dｍ｝×ｋ×105/100

M当初鋼（油） ： 価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額

M変更鋼（油） ： 価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額

ｐ ： 設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価

ｐ’ ： 価格変動後における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価

D ： 鋼材類又は燃料油に該当する各材料について算定した対象数量

ｋ ： 落札率

※ M変更鋼（油）に対し、乙が実際購入した代金額が安価な場合

→ 乙が実際購入した代金額を採用
（購入金額採用の場合は落札率を掛けない）



スライド額算出の留意事項（２）

【スライド額の算定】
〔鋼材類及び燃料油が該当する場合〕

S ＝ （変動額鋼 ＋ 変動額油）－P×１％

S ： スライド額 P ： 請負代金額

S ＝ 変動額鋼 － P×１％

〔鋼材類だけが該当する場合〕

【請負額の定義】

●部分払いのない工事 ＝ 精算変更契約額

●部分払いのある工事 ＝ 精算変更契約額 －
部分払いの対象となった出来高部分等

（既済部分で支払った金額ではない）　　　（P９）



【鋼材類】 対象となる「主要な工事材料」（１）

鋼材類の対象は工事の主要材料として請求があれば対象とする。
現段階では高騰していないものもあるため、今後の対応も含めて対象資材を
限定しないものとする。

※価格が上昇している主な対象材料として下表のようなものが挙げられる。

鋼板 鋼板　（販売）　　　　　　　　　 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５ ｔ

鋼管杭 鋼管杭 ＳＫＫ４００ ｔ

鋼製矢板 鋼矢板 ＳＹ２９５ ｔ

棒鋼 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ ｔ

形鋼 Ｈ形鋼 広幅　ＳＳ４００　１５０×１５０ ｔ

PC鋼線 PC鋼より線 SWPR7A　7本より線　A種 kg

防護柵 転落防止柵 Ｈ＝１１００　根入長＝２００（ＣＯ建込）４段 ｍ

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ（円形） ﾒｯｷ仕上げ　3,000mm　t=4.0mm ｍ

鉄鋼二次製品 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００ 組

落石・雪崩防止材 落石防止柵　コンクリート中建込 ８本掛　ケーブル（金網３種）　ステー無　メッキ ｍ

８本掛　中間支柱（Ｕボルト付）　ステー無　メッキ 本

８本掛　端末支柱（索端金具付）　ステー無　メッキ 本

スクラップ 鉄くず ヘビーＨ１ ｔ

品名 規格　（例） 単位品目

※請負者の請求時に対象資材及びその価格
高騰を証明してもらう。



【鋼材類】 対象となる「主要な工事材料」（２）

鉄筋等が一部含まれるｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品等は対象としない。ただし、設計図書に
おいて配筋図等が明記されている場合はその数量についても対象とすることが
できる。しかし、その鉄筋の入手時期や価格等が証明されることが必要である。
例えば、プレテンションＰＣ桁は桁等購入費として製品費を計上するため、ｺﾝｸﾘｰﾄ
二次製品等と同じ扱いとなる。
※しかし、ポストテンションＰＣ桁は、現場で鉄筋・ＰＣ鋼線等を搬入・施工し、単価表

にて積上げる材料であるため対象となる

●鋼材類のうち下記については対象としない。

一度リース契約を結んだものについて、契約途中でその価格が変更されることがない
ため、その材料のリースを始めた月の価格とする。複数の月でリースを開始している
場合は、他の資材と同様に、その数量に応じて加重平均することにより単価を算出し、
設計数量を乗じる。
損料も同様とする。

●鋼材類の賃料・損料については対象とする。

●鋼材類を含む市場単価は材料費のみを確認できる場合は対象とする。

非鉄金属は対象としない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（P10）

※対象として請求があった
場合は、請求時に価格高
騰を証明してもらう。



スライド額算出の留意事項（３）

【スライド額の計算で用いる単価】
〔鋼材類〕 現場に搬入された月の実勢価格

（注）・複数回にわけて搬入した場合は、月ごとの搬入数量で加重平均
・購入価格が安価な場合は、購入価格を採用する。

〔燃料油〕 購入された月の実勢価格
（注１）複数回にわけて搬入した場合は、月ごとの購入数量で加重平均
（注２）月ごとの購入数量が不明の場合は、工期中の各月の平均



全体の請負額（Ｂ）

スライド条項の適用の考え方について（時期が重なる場合）

契約
工期末

鋼材類の価格変動

H19.8 H20.3 H21.3 H23.3H22.3

既済部分検査
部分払い

既済部分検査
部分払い※

既済部分検査
部分払い※

完了検査
完成払い

単品スライドの申請日か
ら、直近の既済部分検
査（特記事項を記載した
検査は除く）実施時点
（H20.4）まで遡り可能

全体
スライド
申請

単品
スライド
適用開始

全体
スライド
基準日

A1

A2

（全体スライド適用日以降残工事額（ｂ））

全体スライドを適用した
ため、単品スライドの変
動前の基準日を全体スラ
イドの基準日に変更

単品スライドは工期末に
スライド対象額を算出す
るため、工期末に支払い

単品スライド変更額
＝（Ａ１＋A2）

ーB×１.0％

両品目毎にＡ＞B×約１％

の場合のみ、単品スライド
適用可能

全体スライド変更額
＝ａーｂ×１．５％

ａ＞ｂ×１．５％の場合
のみ適用可能

全体の価格変動

ａ

※既済部分検査の通知書に、「工事請負契約書第２５条第５項に基づく協議があった場合は、今回の検査
部分についても、協議の対象とする」旨を規定。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（P11）

単品
スライド
申請

全体スライドを優先



目安資料






